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働き方改革は職場を強くする！

特定社会保険労務士
北井 一行

本日のアジェンダ

１．働き方改革クイズ

２．時間外労働の是正

３．雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

４．生産性要件に付いて

５．働き方改革に繋がる助成金 一覧

６．キャリアアップ助成金

７．業務改善助成金

８．時間外労働等改善助成金

９．人材確保等支援助成金

１０．両立支援等助成金

１

働き方改革クイズ
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労働者が に応じた
働き方が

できる社会
を実現する働き方改革

働き方改革の「定義」クイズ

それぞれの事情
多様な
選択

具体的には？ ２

長時間労働の是正



2019/10/10

３

雇用形態に関わらない
公正な待遇の確保

４

生産性要件について
～助成金の増額要件～

 生産性要件

企業における生産性向上の取組みを支援する

ため、生産性を向上させた企業が労働関係助

成金を利用する場合、

8

生産性要件とは？

助成額 又は 助成率
を

割増します
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① なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離
職者を発生させていないことが必要です。

② また今後、生産性の伸び率が６％を満たしていない場合でも、別に定める要
件に合致する場合には「生産性要件」を満たすものとして取り扱うこともあり
ます。

＊ 具体的な取扱いについては厚生労働省のホームページ「雇用関係助成金」の
内容をご覧ください。

 生産性要件

助成金の支給申請等を行う直近の会計年度に

おける「生産性」が、その３年前に比べて

６％以上伸びていること

9

生産性要件とは？

① 「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成を申請する事業所の承諾を得
た上で、事業の見立て（市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資
源・強み等）を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、
増額支給の判断を行うものです。

＊ 与信取引とは：金融機関から借入を受けている場合の他に借入残高がなくと
も、借入限度額（借入の際の設定上限金額）が設定されている場合等も該当し
ます。

 「生産性」が１％以上６％未満の場合
金融機関から一定の「事業性評価」を得てい

ること

※金融機関から『情報開示』の承諾が事業主には必要

10

生産性要件とは？

生産性＝営業利益＋人件費＋原価償却費＋動産・不動産賃貸料＋租税公課

雇用保険被保険者数

生産性要件とは

11

（１） 生産性要件の算定

生産性要件を算定するための

「生産性要件算定シート」

が厚生労働省のホームページに掲載され

ています。これをダウンロードし、該当

する勘定項目のＰ／Ｌ等から転記するこ

とで生産性を算定することができます。

（２） 必要書類

なお、助成金の支給申請に当たっては、

各勘定科目の額の証拠書類として

「損益計算書」「総勘定元帳」など

の提出が必要です。
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２５

働き方改革に繋がる助成金 一覧

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

働き方改革支援策① 働き方改革支援策②
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２６

キャリアアップ助成金

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

① 正社員化コース

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、
有期契約労働者等を 正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助
成されます。アルバイトや非正規社員として雇い入れる時に申請してお
く必要があります。

② 賃金規定等改定コース ≪処遇改善≫

全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した
場合に助成されます。

～7つの制度～

16

キャリアアップ助成金 概要

キャリアアップ助成金
・ 有期契約労働者、短時間労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなど

を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

③ 健康診断制度コース≪処遇改善≫

有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、４
人以上に実施した場合に助成されます。

④ 賃金規定等共通化コース≪処遇改善≫

有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した
場合に助成されます。

～7つの制度～

17

キャリアアップ助成金 概要

キャリアアップ助成金
・ 有期契約労働者、短時間労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなど

を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
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⑤ 諸手当制度共通化コース≪処遇改善≫

有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した
場合に助成されます。

⑥ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース≪処遇改善≫

選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃
金の引上げを実施した場合に助成されます。

～7つの制度～

18

キャリアアップ助成金 概要

キャリアアップ助成金
・ 有期契約労働者、短時間労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなど

を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

⑦ 短時間労働者労働時間延長コース ≪処遇改善≫

有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用
した場合に助成されます。

～7つの制度～

19

キャリアアップ助成金 概要

キャリアアップ助成金
・ 有期契約労働者、短時間労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなど

を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

派遣社員⇒正社員、母子家庭・父子家庭・若者認定事業主における３５歳未
満の者の場合、勤務地・職務限定正社員を新たに規定した場合は別途加算
があります。 20

キャリアアップ助成金 正社員コース 概要

キャリアアップ助成金（正社員化コース）
支給額一覧表

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。
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① 支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

② 雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する
日に、支給対象事業主の 事業所において、雇用保険被保険者である
こと。

③ 健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の
３親等以内の親族※１以外の者であること。

※１ 配偶者、３親等以内の血族および姻族をいう

④ 支給申請日において離職※２していない者であること。

※２ 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となった

こと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く

～対象となる労働者～

21

キャリアアップ助成金 健康診断制度コース 概要

健康診断制度コースとは？
・ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その共通する有期契約労働者等に関して、

「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ４人以上実施した場合に助成します。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

①雇入時健康診断とは

労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第43条に規定され
ている、常時使用する労働者に対して行う健康診断をいいます。

②定期健康診断とは

労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時使用する労働者に
対して行う健 康診断をいいます。

～助成金における各種健康診断制度の定義～

22

キャリアアップ助成金 健康診断制度コース 概要

健康診断制度コースとは？
・ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その共通する有期契約労働者等に関して、

「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ４人以上実施した場合に助成します。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。 ③人間ドック

次のａに加えてｂ～ｈのいずれかの項目について行う健康診断をいいます。

ａ 基本健康診断

ｂ 胃がん検診

ｃ 子宮がん検診

ｄ 肺がん検診

ｅ 乳がん検診

ｆ 大腸がん検診

ｇ 歯周疾患健診

ｈ 骨粗鬆症健診

～助成金における各種健康診断制度の定義～

23

キャリアアップ助成金 健康診断制度コース 概要

健康診断制度コースとは？
・ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その共通する有期契約労働者等に関して、

「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ４人以上実施した場合に助成します。
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「諸手当制度共通化コース」には、候補となる手当制度が11個あり、
適用しやすいものを選択して導入することができます。

～内容～

24

キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース 概要

諸手当制度共通化コースとは？ 平成30年4月新設

・ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その共通する有期契約労働者等に関して、

正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新しく設け、適用するコース。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

★賞与 ★役職手当 ★特殊作業手当・特殊勤務手当 ★精皆勤手当
★食事手当 ★地域手当 ★単身赴任手当 ★家族手当 ★住宅手当
★時間外労働手当 ★深夜・休日労働手当

※諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に

上記手当に該当していれば申請可

～諸手当とは～

25

キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース 概要

諸手当制度共通化コースとは？ 平成30年4月新設

・ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その共通する有期契約労働者等に関して、

正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新しく設け、適用するコース。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

人数に応じた加算措置⇒共通化した対象労働者（２人目以降）についての加算

26

キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース 概要

諸手当制度共通化コースとは？ 平成30年4月新設

・ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その共通する有期契約労働者等に関して、

正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新しく設け、適用するコース。

諸手当の数に応じた加算措置⇒共通化した諸手当（２つ目以降）についての加算

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。
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７

業務改善助成金 事業場内最低賃金を一定額（30円以上以上）引き上げ、設備投資（機
械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、その費用の
一部を助成します。

～内容～

28

業務改善助成金 概要（令和元年度版）

業務改善助成金コースとは？
・ 『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業

場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

～助成内容～

８

時間外労働等改善助成金
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【助成概要】
時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対し助成
※ 限度基準告示の適用除外業種（建設の事業、自動車運転業務に係る事業等）も対象

【助成対象】
労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費
（外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入、人材確保・育成のための費用等）

【成果目標】
月80時間（休日労働を含む）・年720時間を超えるなどの特別条項付き36協定を締結している事業場が、
一定の時間以下の上限設定を行うこと

【助成率】
費用の３／４を助成
※ 事業規模30名以下かつ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、４／５を助成

【上限額】
成果目標の助成上限額 １５０万円 【導入事例】

① POSレジシステム導入による、接客に係る待ち
時間の短縮、顧客管理の一元化

② 産業ロボット導入による、製品の増産
③ 福祉車両の導入による、労働者の
業務効率の向上

事業実施後の
上限設定時間数（月）

助成限度額

申請前に月80時
間以上で設定

申請前に月80時間
以内で設定

45時間以下 150万円 100万円

45時間超～60時間以下 100万円 50万円

60時間超～80時間以下 50万円 ―

時間外労働等改善助成金（時間外労働上限設定コース）

【助成概要】
勤務間インターバルを新規（又は適用拡大、時間数の延長）で導入する中小企業事業主に対し助成

【助成対象】
労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費
（外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入、人材確保・育成のための費用等）

【成果目標】
中小企業事業主が新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること

【助成率、上限額】
費用の３／４を助成
※ 事業規模30名以下かつ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、４／５を助成

成果目標の助成上限額 ５０万円 【助成事例】

時間外労働等改善助成金（勤務間インターバル導入コース）

始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理
上のミスが多い！

労務管理用機器や、ソフトウェアを導入

記録方法を台帳からICカードに切り替えたことで、
始業・終業時刻を正確に管理できるようになり、
休息時間の管理も可能になった

【助成概要】
年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減などを推進する中小企業事業主に対し助成

【助成対象】
労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費
（外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入、人材確保・育成のための費用等）

【成果目標】
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を４日以上増加させること及び
労働者の月間平均所定労働時間数を５時間以上削減すること

【助成率、上限額】
成果目標の達成状況に応じて、費用の３／４～１／２を助成
※ 事業規模30名以下かつ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、４／５を助成

成果目標の助成上限額 １５０万円 【助成事例】

時間外労働等改善助成金（職場意識改善コース）

新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい！

労働能率を増進するために設備・機器等を導入

新たな機器・設備を導入して使用するようになったとこ
ろ、実際に労働能率が増進し、時間当たりの生産性が向
上した。それに伴い、時間外労働も減らすことができた
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時間外労働等改善助成金
９

人材確保等支援助成金 ～９つのコース～

35

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金の概要
・ 事業主等による人材不足解消のため、雇用管理改善等の取組を通じて「魅力のある職場」

を創出し、現在就業している従業員の職場定着等を高めることを目的とし、事業主等の雇用

改善、生産性向上等の取組による助成を通じて、職場定着の促進等を図るものです。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

① 雇用管理制度助成コース
② 介護福祉機器助成コース
③ 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
④ 中小企業団体助成コース
⑤ 人事評価改善等助成コース
⑥ 設備改善等支援コース
⑦ 雇用管理制度助成コース（建設分野）
⑧ 若年者及び女性に魅力のある職場づくり事業コース（建設分野）
⑨ 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）



2019/10/10

人材確保等支援助成金

雇用管理制度助成コース（５つの制度）
・ 評価処遇制度の整備の必要性を感じている事業主様、スタッフの定着率（離職率）が課題

となっている、事業主様にとっては価値の高い制度です。

・ 更にこの制度は、重点分野に該当すれば大企業等でも助成金を申請する事が可能です。

・ 「雇用管理制度整備計画」を作成し、実施期間内に下記の雇用管理制度を導入実施し、計

画期間開始前と開始後で一定以上の離職率が改善されると助成金が支給されます。

制度の名称 取組の概要
評価・処遇制度 評価・処遇制度等の新たな制度の導入

研修制度 新たな教育訓練制度、研修制度の導入

健康づくり制度 法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度の導入

メンター制度 新たなメンター制度の導入

短時間正社員制度 新たな短時間正社員制度の導入

36

① 支給対象となるのは、「通常の労働者」を１名以上雇用している事
業所で、計画期間開始前と開始後で一定以上の離職率が改善されると助
成金が支給されます。

～支給対象～
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人材確保等支援助成金

雇用管理制度助成コース
・ 雇用管理制度助成コースは、事業主様が雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康

づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度（保育事業主）のみ）の導入等による雇用管

理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

① 事業主に直接雇用され、期間の定めのない労働契約を締結
② 当該事業所において、正規の従業員として位置付けられている
③ 所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業
員と同等
④ 雇用保険の被保険者
⑤ 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者

～通常の労働者とは？～

38

人材確保等支援助成金

雇用管理制度助成コース（５つの制度）
・雇用管理制度整備計画期間の終了から１年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整

備計画を提出する前１年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。

・低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険の一般被保険者数に応じて変わり

ます。

対象事業所における

雇用保険一般被保険者の
人数区分

１～９人 １０人～２９人 ３０～９９人 １００人～２９９人 ３００人以上

低下させる離職率
（目標値） １５％ １０％ ７％ ５％ ３％

支給額 ５７万円 生産性要件達成支給額 ７２万円

【離職率目標値】

【目標達成助成】
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●生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の
過程外で行われる教育訓練等であること、

つまり『Off- JT』であることがポイント。

●１人につき10時間以上（休憩時間、移動時間等を除く）

の教育訓練等であること。

●教育訓練等の時間のうち2/3以上が労働関係法令等により実施が義務づけ
れていないものであること。

～要件①～
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①研修制度

人材確保等支援助成金

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

●当該時間内における賃金のほか、

・受講料（入学金・教材費を含む）
・交通費等の諸経費

を要する場合は、全額を事業主が負担するものであること（無償）

●教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されず
に支払われていること（有給）

●当該制度が適用されるための合理的な条件、事業主の費用負担が

『労働協約又は就業規則』に明示されていること。

～要件②～
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①研修制度

人材確保等支援助成金

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

～要件～

41

人材確保等支援助成金

②健康づくり制度
・ 法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度であって、人間ドック・生活習慣病

予防検診・腰痛健康診断・メンタルヘルス相談いずれかに該当するものをいいます。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

●通常の労働者に対する各制度であること。

●健康診断等の受診等により費用を要する場合は、費用の半額以上を事業
主が負担していること。

●事業主が診断結果・所見等の必要な情報の提供を受けて、その状況に対
応した必要な配慮を行うことを目的としたものであること。

●当該制度が適用されるための合理的な条件、事業主の費用負担が労働協
約又は就業規則に明示されていること。
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●通常の労働者に対するキャリア形成上の課題及び職場における問題の解決
を支援するためのメンタリングの措置であること。

●会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩（メ
ンター）が後輩（メンティ）をサポートする制度であること。支援機関によ
る外部メンターを活用する場合でも差し支えありません。

●メンター制度導入計画を策定すること。

●メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座
等のメンタリングに関する知識、スキル（コーチング、カウンセリング等）
の習得を目的とする講習を受講させること。

～要件～

42

③メンター制度

人材確保等支援助成金

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

●上の講習を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費を要する場合、
全額事業主が負担しているものであること。

●メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること。

●メンター、メンティに対し、メンター制度※に関する事前説明を行うこと。

●当該制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働
協約または就業規則に明示されていること。

～要件～
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③メンター制度

人材確保等支援助成金

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

１０

両立支援等助成金
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① 支給対象となるのは、子の出生後８週間以内に開始する連続１４
日以上（中小企業は５日以上）の男性労働者（雇用保険被保険者）
が取得する育児休業です。※ 育児介護休業法第２条第１号に基づく休業であれば、子の出

生日や出生日前に開始し、出生後８週間の期間を含む育児休業も対象になります

② １年度に１０人まで支給申請をすることができます。※既に男性の育児休
業取得実績のある企業においては、初年度は９名まで

～支給対象～
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両立支援等助成金 （男性労働者の育児休業取得）

出生時両立支援コースとは？
・ 男性労働者が育児休業をしやすい職場風土作りのための取組を行い、男性の労働者に一定

の育児休業を取得させた事業主に助成。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

① 育児休業の開始日から起算して、連続１４日（中小企業は連続５
日）を経過する日の翌日から２ヶ月以内

～支給申請に付いて～

① 過去に男性労働者が育児休業を取得した場合がある事業主の場合
は、【育休２人目以降】の助成金額となります。

～支給額～
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両立支援等助成金 （男性労働者の育児休業取得）

※ < >内は生産要件に該当した場合の助成額です

① 支給対象となるのは、子の出生前６週間又は出生後８週間以内（出
生日を含む）に合計して８日以上（中小企業事業主は５日以上）の育児
目的休暇を取得した男性労働者（雇用保険被保険者）です。

② １事業主１回限り支給申請をすることができます。

～支給対象～
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両立支援等助成金 （新設：男性労働者の育児目的休業）

男性労働者の育児目的休暇
・ 男性労働者が出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる「育児目的休暇」の

制度を新たに導入、就業規則等に規定し、「男性労働者が育児目的休暇」を取得しやすい職

場風土作りを行った後に、男性労働者に育児目的休暇を取得させた事業主に助成金を支給。

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

① 子の出生前６週間または出生後８週間以内に取得した育児目的休
暇であって、当該休暇の取得日数が合計８日（中小企業は５日）の制
度利用の最終日の翌日から２ヶ月以内に支給申請。

～支給申請に付いて～
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① 男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するため資料
等の周知

② 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

③ 男性労働者の育児休業取得についての管理職研修の実施

※ 支給対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに上
記のような取組のいづれかを実施している必要があります。

～職場風土作りのための取組とは～

48

※ 詳細に付きましては厚生労働省のパンフレットを参照ください。

男性労働者の育児目的休暇
・ 男性労働者が出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる「育児目的休暇」の

制度を新たに導入、就業規則等に規定し、「男性労働者が育児目的休暇」を取得しやすい職

場風土作りを行った後に、男性労働者に育児目的休暇を取得させた事業主に助成金を支給。

両立支援等助成金 （新設：男性労働者の育児目的休業）

～支給額～
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両立支援等助成金 （男性労働者の育児休業取得）

※ < >内は生産要件に該当した場合の助成額です

「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、web上で設問に答えていくことで、働き方･休み方の問題点を
把握できるほか、課題別の対策も知ることができます。
企業の取組事例の紹介や、シンポジウム・セミナー情報も掲載していますので、貴社の「働き方改革」にご

活用ください。

働き方 休み方 検 索

貴社の課題や改善策の発見のために！

http://work-holiday.mhlw.go.jp/

働き方・休み方改善ポータルサイト


